
　

【問合せ先】　西宮市環境都市推進グループ

〒662-8567 西宮市六湛寺町 10 番 3 号　℡　0798－35－3479

【ご注意】

・西宮市住宅用太陽光発電システム設置補助金と西宮市住宅用エコ設備

　等複合導入費補助金の重複申請はできません。（どちらか一方のみ）

・エコ設備に関する国等の補助金が交付されている場合は、西宮市

　住宅用エコ設備等複合導入費補助金の申請はできません。

　（太陽光発電システムのみ設置の単体導入補助の申請はできます）

　西宮市住宅用太陽光発電システム設置補助金（単体導入補助）
西宮市に住民登録もしくは外国人登録をしている市民で以下の要件を

全て満たす方

（ア）自ら居住する住宅に太陽光発電システムを設置していること

（イ）平成２２年度又は平成２３年度の国（J-PEC）の補助制度を

　　利用していること

（ウ）市税の滞納がないこと

　西宮市住宅用エコ設備等複合導入費補助金（複合導入補助）
上記（ア）（イ）（ウ）に加えて、

（エ）省エネ機器※を平成２２年４月以降に設置していること

※省エネ機器･･･エコウィル、エコキュート、エコジョーズ、エコフィール、

　　　　　　 太陽熱利用システム

補助金交付申請書に必要書類を添付して、環境都市推進グループ

まで配達記録の残る方法（簡易書留など）で郵送してください。

＜申請方法＞

＜対 　 象＞


